
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

中心経営体

㏊ ㏊

㏊ ㏊

㏊ ㏊

㏊ ㏊

㏊ ㏊

計 ㏊ ㏊

実質化された人･農地プラン

5人 97.6 120.6

静里町

E 水稲 3.1 水稲 5.1
静里町、
中曽根町

49.8

認農 D

「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」

花卉 0.3 花卉

59.2
静里町、荒川町、
中曽根町

0.3

静里町、久徳町、
桧町

6.2
静里町、
荒川町

認農 C 水稲 3.2 水稲

認農法 B
水稲、小麦、大
豆、
ブロッコリー

46.8
水稲、小麦、大
豆、
ブロッコリー

認農法 A
水稲、小麦、大
豆、
ブロッコリー

44.2
水稲、小麦、大
豆、
ブロッコリー

既存の法人を中心経営体に位置づけ、地域の農地集積・集約化を進める。
農地中間管理事業等の契約が終期を迎えた農地については、引き続き中心経営体に農地集積を行ってい
き、経営の安定化を目指す。

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積
農業を営む範
囲

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 23.0 ㏊

（備考）　　生産調整の対象水田を基にアンケート調査を実施した。

静里地区の農業の現状は、主食用水稲を中心とした作付けが行われている。一方で農業従事者の高齢
化、農家数の減少などの問題を抱えている。中心となる経営体は確保されており、かつエリア分けも進
んでいるが、荒崎地区との境において、分散錯圃が顕著であり、今後地元における話し合いにより分散
錯圃の解消を行う必要に迫られている。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

③地区内における60才以上の農業者の耕作面積の合計 48.8 ㏊

ⅰ　うち後継者がいない農業者の耕作面積の合計 7.6 ㏊

ⅱ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 14.8 ㏊

①地区内の耕地面積 162.4 ㏊

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 131.0 ㏊

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

大垣市
静里地区

（静里町、荒川町、久徳町、
中曽根町、桧町）

令和3年3月25日平成31年3月28日



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

　

○農地の貸付け等の意向
　貸付けの意向が確認された農地は、50筆、43,935㎡となっている。
　売却予定の意向が確認された農地は、34筆、16,866㎡となっている。

○農地中間管理機構の活用方針
　地域の農地所有者は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。
　農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。
　農地中間管理事業等の契約が終期を迎えた農地については、引き続き中心経営体に農地集積を進める
とともに、効率的な作業による経営の安定を図るためにエリア分けを行い、農地の集約化を促進する。

○多面的機能支払交付金の取組
　荒川地区・中曽根地区において、農業・農村の有する多面的機能が今後適切に維持・発揮されるとと
もに担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするよう、水路・農道等の管理に地域で取り組
む。

○基盤整備への取組方針
　農業の生産効率の向上や農地集積･集約化を図るため、農地所有者の同意を得た上で畦畔の撤去等を行
い、農地の大区画化等の基盤整備に取り組む。

○新規・特産化作物の導入方針
　一部の中心経営体において、米、麦等の土地利用型作物以外に、収益性の高い玉ねぎ・ブロッコリー
等の生産に取り組む。

○災害対策への取組方針
　風水害、異常気象等の被害対策として、収入保険への加入を勧める。

○水や畦畔の草の管理方針
　水や畦畔の草管理については、担い手と地域が話し合い、適正管理に努めていく。


